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第１８７回組合会会議録 

 

 平成３０年６月１４日千葉市中央区中央港１丁目１３番３号オークラ千葉ホテル

２階「ブリストル」において第１８７回組合会を開催した。 

 

 

組合会の目的である事項 

 

  

報告第 １号  千葉県知事が実施した監査の結果と指摘事項に対する改善措置

について 

報告第 ２号  平成２９年度経過的長期預託金管理経理に係る運用状況につい

て 

議案第 １号  平成２９年度決算の認定について 

議案第 ２号  千葉県市町村職員共済組合定款の一部変更について 

議案第 ３号  千葉県市町村職員共済組合貸付規則の一部改正について 

 
 

招集年月日   平成３０年６月１４日 

議   長   岩  田  利  雄 

 

 

議員の定数は２０名であるが、出席した議員は、次のとおりである。 

市町村長である議員（３名） 

  １番 太 田   洋 

  ９番 相 川 勝 重 

 １９番 岩 田 利 雄 

 

市町村長以外の議員（９名） 

  ４番 須 賀   悟 

  ６番 天 野 武 彦 

８番 須 藤 和 人 

１０番 石 川   綾 

 １２番 堀 越 浩 貴 

 １４番 鈴 木   諭 

 １６番 関 口   明 

 １８番 髙 橋 邦 芳 

 ２０番 佐 藤   功 

 

委任状を提出した議員は、次のとおりである。（８名） 

２番 塚 本 貢 市 

３番 星 野 順一郎 

５番 鈴 木 洋 邦 

  ７番 宮 本 泰 介 

 １１番 内 田 悦 嗣 

 １３番 小 坂 泰 久 

 １５番 井 崎 義 治 
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 １７番 熊 谷 俊 人 

 

委任を受けた議員は、次のとおりである。（２名） 

  １番 太 田   洋（委任者７名） 

 ８番 須 藤 和 人（委任者１名） 

 

学識経験監事である佐藤晴邦は、この組合会に出席した。 

 
事務局から出席した職員は、次のとおりである。 

事務局長兼出納長 木 川  稔 

事務局次長兼経理課長 多 田 芳 子 

福 祉 課 長 布 施 幸 一 

総務課長兼情報管理課長  工 藤  誠 

保 健 課 長 伊 藤 篤 史 

年 金 課 長 白 井 貴 弘 

総務課長補佐兼総務係長 篠 﨑 輝 明 

施設長兼監査室長 五 木 田  雅  之 

施設管理課長兼施設管理係長 福 井 計 成 

施設管理課付課長補佐 植 松 一 彦 

 

 

開 会 （時刻１３時００分） 

 

 

事務局長  皆さま、公務のご多忙の頃ご出席いただきまして、誠にありがとうご

ざいます。事務局長の木川でございます。お時間がまいりましたので、

組合会を開催させていただければと思います。 

開会に先立ちまして、本日の定足数を発表させていただきます。本日

出席をいただきました市町村長側議員３名、委任状を提出されました市

町村長側議員は７名、合計１０名でございます。職員側議員につきまし

ては９名出席をいただいております。委任状を提出されました職員側議

員は１名で、合計１０名でございます。したがいまして、地方公務員等

共済組合法施行令第１１条の規程によります定足数に達しておりますの

で、ただ今から議事日程にしたがいまして、第１８７回組合会を開催さ

せていただきます。 

   開会にあたりまして、議長からごあいさつをお願い申し上げまして、

その後の進行もよろしくお願いいたします。 

 

議  長  こんにちは。組合会の開会にあたりまして、ごあいさつを申し上げま

す。本日ここに第１８７回組合会を開催いたしましたところ、議員各位

におかれましては、公務ご多忙の中ご出席を賜り、誠にありがとうござ

います。また、平素から共済組合の事業運営につきまして、特段のご理

解とご協力を賜り、重ねて御礼を申し上げる次第でございます。 
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   さて、共済制度を取り巻く情勢につきまして、若干触れさせていただ

きます。まず、年金制度におきましては、被用者年金制度の一元化とい

う大きな制度改正に対応してまいりましたが、その後も高齢化する社会

に対応するため、制度改正の検討が引き続き行われている状況にござい

ます。今後も制度改正の動向に注視していく必要があるところでござい

ます。次に医療保険制度関係でございますが、高齢者医療に対する拠出

が、短期財政に大きな負担となっている状況にございます。今後はその

影響を考慮しつつ、事業を展開していかなければならないと考えている

ものでございます。このように共済制度を取り巻く情勢は厳しいものが

ございますが、組合員とその家族のため、共済制度の維持・発展に努め

てまいる所存でございますので、引き続きご支援を賜りますようお願い

を申し上げます。 

本日、ご審議をいただきます主な案件は、「平成２９年度決算の認定に

ついて」でございます。平成２９年度の決算につきましては、短期経理

をはじめとして、各事業とも概ね順調に推移したものでございます。こ

のことは組合員の皆さまはもとより、議員各位のご理解・ご協力の賜物

と深く感謝を申し上げる次第でございます。なお、本日の付議案件につ

きましては、逐次、事務局から説明をいたしますが、慎重にご審議を賜

りますようお願いを申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。

よろしくお願いを申し上げます。 

 

議  長  それでは本日の会議に入りますが、会議に入る前に、議員の皆さまに

ご報告を申し上げます。去る平成３０年５月２２日に、前市川市長の大

久保博議員の退職に伴う、市町村長議員の補欠選挙が行われました。そ

の結果、浦安市長の内田悦嗣議員が当選されておりますことをご報告申

し上げます。本日、内田議員は所用のため欠席でございます。 

 

議  長  それでは議事に入ります。議事日程の決定を議題といたします。お諮 

りをいたします。議事日程は本日 1 日といたしたいと存じます。これに

ご異議ございませんか。 

 

〔 「異議なし」の声あり 〕 

 

議  長  ご異議なしと認め、本日の会議を１日と決定をいたします。 

 

議  長  次に、会議録署名議員の選挙について、お諮りをいたします。会議録

署名議員の選挙は、議長において指名することで、ご異議ございません

か。 

 

〔 「異議なし」の声あり 〕 

 

議  長  ご異議ないものと認め、会議録署名議員に長側９番、相川勝重議員、

職員側１０番、石川綾議員の両名を指名いたします。 

 

議  長  議案の提案の前に、報告事項が２件ございます。報告第１号「千葉県
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知事が実施した監査の結果と指摘事項に対する改善措置について」、報告

第２号「平成２９年度経過的長期預託金管理経理に係る運用状況につい

て」を、一括して事務局から報告を求めます。五木田監査室長。 

 

監査室長  はい。 

 

議  長  はい、監査室長。 

 

監査室長  監査室長の五木田でございます。私からは報告第 1 号、千葉県知事が

実施した監査の結果と指摘事項に対する改善措置についてをご報告をさ

せていただきます。 

   恐れ入ります。資料を１枚おめくりいただきまして、１ページの監査

の結果についてをご覧いただきたいと存じます。平成２９年度の千葉県

知事監査につきましては、冒頭に記載のとおり、平成２９年１１月１６

日、１７日及び１２月１８日の３日間にわたり執行いただき、その結果

につきまして、本年１月１７日付けで通知があったものでございます。

なお、今回の監査から新たに支出事務に関する監査が加わりまして、合

計で１５項目について監査が行われたところでございます。また、今回、

文書での指摘事項でございますが、資料の１ページから５ページに記載

のとおり、指摘事項は全部で１１項目あったものでございます。また、

当該指摘事項について速やかに必要な措置を講じるとともに、是正・改

善、又は検討内容についての報告も求められたことから、資料の７ペー

ジにございますとおり、本年３月９日付けで千葉県知事に報告をしたと

ころでございます。本日は８ページからの監査の指摘事項に対する措置

状況の中から、今回新たに指摘を受けました主な事項及び、それに対す

る措置状況についてご報告をさせていただきます。 

   恐れ入ります、資料の８ページをご覧いただきたいと存じます。こち

らが監査の指摘事項に対する措置状況の様式でございます。今回新たに

指摘がありましたのは、左から３番目の指摘事項の１番、支出事務の適

正化についての（２）旅費について、（３）組合運営上の交際に係る支出

について、（４）組合運営に係る内部打ち合わせ等に係る支出について、

（５）組合会議員業務視察について、（６）職員議員普及活動費について。

１の支出事務の適正化については、以上のことが新たに指摘を受けまし

た。これに対する措置状況ということで、一番右側の欄になります。指

摘事項に対する措置状況、具体的内容ということで、それらにつきまし

ては、それぞれ調査・確認、あるいは精査、あるいは検討・検証をして

いきたいということで、報告をしているところでございます。 

   次に９ページの一番下、２の宿泊経理についての部分でございます。

（１）オークラ千葉ホテルについてでございます。こちらは例年指摘を

受けている中で、今回新たに指摘を受けたところは、２段落目の４行目

のところになりますが、保健経理からの漠然とした繰り入れに頼ること

のない独立採算による運営を目指し、努力することという指摘がござい

ました。これに対する措置状況、一番右側にございます。一番最初にあ

りますとおり、独立採算に向けての検討をしていきたいということで報

告している中で、この独立採算に向けての検討につきましては、本年３
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月にホテル側との間で独立採算検討会を立ち上げまして、現在既に協議

を始めているところでございます。 

   次に、１２ページをご覧いただきたいと存じます。次にご報告させて

いただくのは、指摘事項の９番目、物資経理についてでございます。物

資経理については、今回初めて指摘があったわけですけども、とりわけ

上段の部分でございます。貸付経理の利率変更及び総務省の動向を踏ま

え、今後の組合員の需要の動向を的確に把握した上で、廃止も含めた事

業の見直しを検討していくことという指摘がございました。これに対す

る措置状況。一番右側の２番目のところでございます。損害保険料の引

き下げ交渉及び支出内容の精査を、平成３０年度以降、継続しながら行

っていくということで、報告をしているところでございます。 

   最後になります。１３ページにお移りください。指摘事項の一番上（２）

の職員数についてでございます。こちらにつきましては、２段落目のな

お書きのところでございますが、なお、やむを得ず増員する場合にあっ

ても、新規採用だけではなく、組織構成及び職員の年齢構成が歪になら

ないよう、必要な職位、年齢層に応じた補充を行うため、構成団体から

職員派遣を依頼するなど、幅広く検討することと指摘がされました。こ

れに対する措置状況につきましては、２番目にあります、業務の実情に

対応する組織体制の検討ということで、こちらにつきましては、本年１

２月までに検討・審議するという形で、報告をさせていただいておりま

す。報告第１号につきましては以上でございます。 

   続きまして、報告第２号について、総務課長の工藤より報告をさせて

いただきます。 

 

総務課長  総務課長の工藤でございます。私からは報告第２号、平成２９年度経

過的長期預託金管理経理に係る運用状況について、ご説明させていただ

きます。 

   資料を１枚おめくりいただきまして、預託金の運用状況をご覧くださ

い。こちらは、全国市町村職員共済組合連合会が定めた様式に基づきま

して、平成２９年度の経過的長期預託金管理経理に係る運用状況をまと

めたものでございます。まず左側の表をご覧ください。平成２９年度の

資産区分、時価総額、構成割合、利回りを示した表でございます。金額

の単位につきましては１００万円でございます。 

   それでは、資産区分をご覧ください。資産区分の国内債券の縁故地方

債でございますが、平成２９年度、僅かではございますが残高があった

ものでございますが、年度末の平成３０年３月に全額償還となったもの

でございます。したがいまして、それぞれ時価総額０万円、構成割合０

パーセントとなっているものでございます。このような状況でございま

すので、修正総合利回りにつきましては、１．１０パーセントとなった

ものでございます。次に貸付金でございます。こちらは貸付経理への貸

付のみ行っておりまして、時価総額１０３億５，１００万円となったも

のでございます。構成割合につきましては、９４．３パーセントとなる

ものでございます。次に短期資産運用でございます。こちらは全て普通

預金でございまして、６億３，０００万となったものでございます。構

成割合は５．７パーセントとなっております。下の段の合計でございま
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す。時価総額の合計は１０９億８，１００万円となったものでございま

す。修正総合利回りにつきましては、１．９７パーセントとなったもの

でございます。また、右側の円グラフにつきましては、平成２９年度の

時価総額をグラフ化したものでございます。後ほどご覧ください。 

   なお、運用状況の公表につきましては、毎年７月の第１営業日に公表

することとされております。今年度につきましては、７月２日に当組合

のホームページに公表する予定でございます。以上でございます。 

 

議  長  ただいま「千葉県知事が実施した監査の結果と指摘事項に対する改善

措置について」と「平成２９年度経過的長期預託金管理経理に係る運用

状況について」の報告がありました。ご質疑等ございましたら、お願い

をいたします。 

 

天野議員  はい。 

 

議  長  はい、天野議員。 

 

天野議員  第６区の天野です。千葉県市町村職員共済組合組合会会議規則の第２ 

５条の規定に基づき、発言をいたします。報告第 1 号の千葉県知事が実

施した監査の結果と指摘事項に対する改善措置につきまして、１０ペー

ジ。指摘事項に関する措置状況、具体的内容について（２）の黒潮荘に

ついてお伺いします。５月にリニューアルしました黒潮荘なのですが、

ここに書かれている今後の検討策として、集中購買システムというのが

ございます。この内容、黒潮荘と類似施設との同システムの活動実績の

有無、有る場合の経費削減効果などについてご教授いただければと思い

ます。質を落とさないで経費削減ということで、非常に期待していると

ころです。具体的に教えていただければ助かります。以上です。 

 

施設管理課長  はい。 

 

議  長  はい、福井施設管理課長。 

 

施設管理課長  施設管理課長の福井でございます。天野議員のご質問についてでござ 

います。集中購買システムにつきましては、黒潮荘において導入を検討

しているところでございます。この集中購買システムの内容でございま

すが、委託運営しております、株式会社エムアンドエムサービスが運営

しております、施設が６０社ほどございます。こちらのスケールメリッ

トを生かして、エムアンドエムサービスが、エムアンドエムサービスと

繋がりのある業者と個々に交渉をいたしまして、飲食材や消耗品、また

アメニティ等の商品・備品等を、一般的な価格よりも安価に取引できる

というものでございます。そこの業者から、安価な額で購入できるもの

というものでございます。 

また、黒潮荘の類似施設。こちらでの活用実績等々のご質問につきま

しては、千葉市中央区にございますＪＦＥみやざき倶楽部という、ＪＦ

Ｅの保養施設でございます。こちらで、このシステムを導入していると
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いうところでございます。こちらの削減効果につきまして、具体的な金

額までは明示できないということでございますが、概ね約５パーセント

程度の削減が図られているのではないかというようなことでございます。 

また、このシステムにつきましては、既存の取引業者との価格の差や、

取り扱いの品目、購入量によって、削減効果は差が出てくるのかなと考

えております。また、集中購買システムを導入することにより、既存の

取引業者からすると、競争相手が一つ増えるというところで、既存の業

者の価格が下がってくるということも想定できるのかなと考えておりま

す。以上でございます。 

 

天野議員  ありがとうございました。 

 

議  長  よろしいですか。 

 

天野議員  はい。 

 

議  長  他にございませんか。 

 

〔 「なし」の声あり 〕 

 

議  長  それでは、質疑ないようでございますので、終結いたします。以上で

報告第１号「千葉県知事が実施した監査の結果と指摘事項に対する改善

措置について」、報告第２号「平成２９年度経過的長期預託金管理経理に

係る運用状況について」の報告を終結いたします。 

 

議  長  これより議案の上程を行います。議案第１号「平成２９年度決算の認

定について」を議題といたします。事務局から説明を求めます。多田経

理課長。 

 

経理課長  はい。 

 

議  長  はい、経理課長。 

 

経理課長  経理課長の多田でございます。それでは、議案第１号を上程させてい

ただきます。議案第１号をご覧ください。「平成２９年度決算の認定につ

いて」、平成２９年度決算について、別冊のように認定を求めるものでご

ざいます。１枚おめくりいただきますと、平成２９年度の決算書となっ

ておりますが、こちらの決算書につきましては、法に定められました様

式に基づきまして、作成をいたしたものでございます。本日の説明につ

きましては、この決算書に基づきまして作成をしました「平成２９年度

決算の概況について」を添付させていただいておりますので、こちらを

用いまして、ご説明をさせていただきたいと思います。 

  まず、１ページの「１地方公共団体の数、組合員等の数及び標準報酬

の月額等」でございます。（１）の「団体数」は、平成２８年度末と同数

の１０１団体で、変更ないものでございます。（２）の組合員等の人数は、
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組合員と任意継続組合員の合計で、５５，６１９人となりまして、平成

２８年度末と比較しますと、１４人の減少となりました。この内訳でご

ざいますが、現職の組合員数は、３９１人の増加となりましたが、任意

継続組合員は、引き続き「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」

の影響により、４０５人の減少となったものでございます。被扶養者の

人数は、４５，８５３人となりまして、前年度末と比較しますと、６６

８人の減少となりました。第３号 厚生年金被保険者の人数は、５４，４

６２人となりまして、前年度末と比較しますと、３８３人の増加となり

ました。次に、（３）の標準報酬の月額等でございます。こちらの表では、

長期と短期の金額を掲げてございますが、掛金の対象となる最高限度額

が長期と短期で異なっておりますので、本日は短期の額で、ご説明させ

ていただきます。①組合員でございますが、標準報酬の月額は、組合員

の方の総額となりますが、平成２９年度末で、２２３億６，８３８万２，

０００円となりまして、前年度末と比較しますと、１億４，４３５万円

の増加で、増加率は、０．６５パーセントとなっております。また、平

均標準報酬の月額では、４１万４５２円となりまして、前年度末と比較

しますと、２９８円の減少でございました。標準期末手当等の額の年度

累計額は、８４８億５，１１１万３，０００円となりまして、前年度末

と比較しますと２２億４，４１７万１，０００円の増加で、増加率は、

２．７２パーセントとなっております。②の任意継続組合員では、標準

報酬の月額は、４億１，２１０万８，０００円と成りまして、前年度末

と比較しますと１億２，２２６万４，０００円の減少となっております。

また、平均標準報酬の月額は、３６万７，９５４円でございました。③

の第３号厚生年金被保険者では、標準報酬の月額は２１８億９，３３８

万２，０００円、平均標準報酬の月額は４０万１，９９４円、標準期末

手当等の額の年度累計額は、８４３億５，０２４万７，０００円でござ

いました。 

次に、２の短期経理でございます。(１)の財源率につきましては、短

期財源率は、掛金･負担金率合計で、標準報酬の月額及び標準期末手当等

の額に対する率となります。短期財源率は、平成２９年度では、前年度

据置きの８５．２０パーミル、また、介護財源率は、前年度より１．３

８パーミル引上げて１２．７０パーミルでございました。②の調整負担

金は、全国市町村職員共済組合連合会が行っています特別財政調整事業

の負担金でございますが、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対

しまして、前年度据置きの０．２０パーミルでございました。また、同

様に連合会の事業であります育児･介護休業手当金に係る共同事業の負

担金である公的負担金は、前年度より０．２５パーミル引き下げまして、

０．０６パーミルでございました。続きまして、２ページをご覧くださ

い。(２)の一部負担金払戻金等の基礎控除額につきましては、標準報酬

の月額が５３万円以上では５万円、５３万円未満では２万５，０００円

で、前年度と変更はないものでございます。(３)の収支でございます。

収入につきましては、上から４行目の短期の負担金･掛金合計で２９９億

５，４１０万７１６円、介護の負担金・掛金合計では、収入の上から８

行目になりますが、２９億８，７９８万６，５４３円でございました。

また、連合会から交付されました交付金の総額は１９億６，５１０万７，
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６２０円。以下合計をしまして、３７４億８，４２９万５，３６０円と

なったものでございます。前年度と比較しますと、任意継続組合員数の

減少に伴い任意継続掛金が減少したものの、介護財源率の引上げ等に伴

い６億５４９万１，２７８円増加したものでございます。支出につきま

しては、法定給付を中心としました給付金等の合計が、支出の上から４

行目になりますが、１５３億５，０３５万８，４３２円、前期高齢者納

付金以下のいわゆる特定保険料の合計は、１５３億８，６８７万８，１

４８円で、この額は掛金負担金収入の５１．４パーセントとなっており

ます。連合会払込金及び連合会拠出金の合計が、２０億２，６４０万２，

６７３円、介護納付金が、３０億１，５３７万３，８５２円。以下、合

計をいたしまして、３８０億６，３９２万５７３円となったものでござ

います。前年度と比較しますと、特定保険料の増加に伴い１９億８４３

万１，３４０円増加したものでございます。収支差引きますと５億７，

９６２万５，２１３円の当期損失金が生じました。内訳でございますが、

短期では、５億５，２２３万９，２２８円の当期短期損失金、また、介

護では２，７３８万５，９８５円の当期介護損失金が生じたところでご

ざいます。次に、(４)の剰余金をご覧ください。まず、欠損金補てん積

立金は、法定額満額の１３億８，７４９万１，１５４円を積み立て、法

定額が減少した関係で、所要額を超える１，５８２万１，５０９円を取

り崩して、短期積立金へ積み増しをしたものでございます。また、短期

積立金は、収支差引きで生じました短期損失金と、先ほどの欠損金補て

ん積立金からの積み増し額を合計しますと、５億３，６４１万７，７１

９円を取り崩しして補てんしました結果、翌年度に繰り越す短期積立金

は、２２億９，５０８万１，９４５円となったものでございます。次に、

介護積立金は、収支差引きで生じました介護損失金２，７３８万５，９

８５円を介護積立金から取り崩して補てんした結果、翌年度に繰り越す

介護積立金は、５２１万２，８８９円となったものでございます。 

次に３ページをご覧ください。３の｢厚生年金保険経理｣でございます。

こちらは、厚生年金相当部分、厚生年金拠出金･交付金、基礎年金拠出金･

交付金に係る経理でございます。(１)の財源率は、｢被用者年金制度の一

元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律｣により定

められる率でございます。①の組合員保険料･負担金率合計は、標準報酬

の月額及び標準期末手当等の額に対しまして、平成２９年４月から８月

までが、１７６．３２パーミル、９月から平成３０年３月までは、３．

５４パーミル引上げまして１７９．８６パーミルでございました。②の

基礎年金拠出金は、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対しまし

て、前年度据置きの３７．７パーミルでございます。③の追加費用につ

きましては、標準報酬に対する率で、前年度より５．４パーミル引上げ

の２０．３パーミルでございました。(２)の収支でございますが、収入

は、負担金･組合員保険料を合計しまして、７９０億４，９３７万２，５

０４円となったものでございます。また、支出は、連合会へ払込金とし

て、収入額と同額を払い込んだものでございます。 

次に４の｢退職等年金経理｣でございます。こちらは、旧職域年金相当

部分に替わる給付であります退職等年金給付に係る経理でございます。

(１)の財源率は、地方公務員共済組合連合会の定款により定められる率
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でございます。掛金･負担金率合計は、標準報酬の月額及び標準期末手当

等の額に対しまして、前年度据置きの１５パーミルでございます。(２)

の収支でございますが、収入は、負担金、掛金を合計しまして、５０億

９，８７９万９，８２３円となったものでございます。また、支出は、

連合会へ払込金として、収入額と同額を払い込んだものでございます。 

次に、５の｢経過的長期経理｣でございます。こちらは、旧職域年金相

当部分の給付及び既裁定の公務障害給付･遺族年金給付等に係る経理で

ございます。(１)の財源率は、地方公務員共済組合連合会の定款により

定められる率でございます。負担金率は、標準報酬の月額及び標準期末

手当等の額に対しまして、前年度より０．０７４８パーミル引き下げま

して０．１１２２パーミルでございました。続きまして、４ページをご

覧ください。②の追加費用につきましては、標準報酬に対する率となっ

ておりまして、前年度より１パーミル引下げまして、０．８パーミルで

ございました。(２)の収支でございますが、収入は、負担金で２億６，

６００万５，３７１円となったものでございます。また、支出は、連合

会へ払込金として、収入額と同額を払い込んだものでございます。 

次に６の｢経過的長期預託金管理経理｣でございます。こちらは、連合

会から、経過的長期給付組合積立金の一部の預託を受けまして、運用を

いたしたところでございます。(１)運用状況につきましては、平成２９

年度末では、連合会預託金としまして、長期貸付金は、貸付経理への貸

付金が１０３億５，０９２万９，５７７円、その他資産は６億２，９９

３万２６２円となりまして、合計で１０９億８，０８５万９，８３９円

を運用いたしたところでございます。(２)の取引金融機関の信用リスク

でございますが、預託元の全国市町村職員共済組合連合会におきまして、

構成組合の取引金融機関の選定等に関する基準を設けておりまして、そ

の中で、「取引先の金融機関の格付けについては、格付機関から取得して

いる長期格付けの過半数が、ＢＢＢ格又はＢＢＢ格に相当する格付け以

上であること」と定められております。これに基づきまして、経過的長

期預託金管理経理の当組合が取引をしております金融機関の信用リスク

について、平成２９年度末現在の確認を行ったものでございます。取引

金融機関は、千葉銀行で、格付けは表に掲げてございます格付機関にな

りますが、Ｒ＆ＩでＡＡマイナス、ムーディーズでＡ１、Ｓ＆Ｐでシン

グルＡでございました。この格付け内容は、昨年度末と同じで、すべて

連合会の示す格付け「ＢＢＢ」以上となっているものでございます。(３)

の収支でございますが、収入は、運用によります利息及び配当金が、２

億３，５８０万６，４８７円となったものでございます。支出は、収入

額と同額を支払利息として、連合会に払い込んだものでございます。 

次に７の｢業務経理｣でございます。(１)の事務費は、すべて組合員１

人当たりの年額でございます。①の短期・厚生年金保険及び経過的長期

給付分につきましては、アの事務費負担金は、構成団体にご負担してい

ただくものでございますが、組合員１人当たり短期分として６，１４４

円、長期分として４，９０８円の合計で１１，０５２円を事務費として

ご負担していただいたところでございます。イの事務費は、組合員１人

当たりとしまして、短期部分の公的負担金６，１４４円、短期経理より

繰入は、２，０４０円で、こちらは定款上で定められた額となります。
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次に、連合会交付金が４，７１５円、合計で１２，８９９円を事務に要

する費用とさせていただいたところでございます。なお、平成２９年度

におきましても、事業計画どおり短期経理からの繰入れは行いませんで

したので、実際の事務費は１万８５９円となったものでございます。②

の退職等年金給付の事務費につきましては、組合員１人当たり３６８円

で、全額連合会交付金として交付されるものでございます。続きまして

５ページをご覧ください。(２)の収支でございますが、収入につきまし

ては、構成団体からの負担金として６億３２９万４，７８２円、連合会

からの交付金２億６，８６３万８，９５５円、短期経理より繰入れは、

先ほど申し上げましたように行いませんでしたので、以下合計をしまし

て８億９，２５７万７，７１０円となったものでございます。支出につ

きましては、職員給与が ２億１，８１２万４，７８９円、連合会分担金

が１億５７９万４，３８８円、事務費負担金払込金が２億７，３６４万

９，６４５円、以下合計をしまして８億８，９７０万１，２２０円とな

ったものでございます。収支差し引きいたしますと２８７万６，４９０

円の当期利益金が生じましたので、(３)の剰余金をご覧ください。生じ

ました利益金は全額積立金に積み増しをいたしました結果、翌年度へ繰

り越します積立金は１３億２，８１６万９，７０５円となったものでご

ざいます。 

次に８の｢保健経理｣でございます。(１)の財源率につきましては、①

の掛金･負担金率合計は、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対し

まして、前年度据置きの４．４０パーミルでございます。②の特定健康

診査等に係る負担金は、組合員一人当たり２８２円をご負担いただいた

ところでございます。(２)の収支でございますが、収入につきましては、

負担金が７億７，５７６万５，１０５円、掛金が７億６，０２９万８，

６７４円、以下、合計をしまして１５億４，３４７万７，０１６円とな

ったものでございます。支出につきましては、保健事業の中心となって

おります厚生費が１０億８３６万１，７１９円、下から４行目になりま

すが、他経理へ繰入の計が２億１，７６０万３，８４０円、以下合計を

しまして１４億１，２２６万６，１６１円となったものでございます。

なお、他経理への繰入につきましては、保健経理第２の２８万２，８４

０円、保健経理第３の３，４００万円、宿泊経理の１億８，２３２万１，

０００円となりますが、全て事業計画のとおり繰入れを行ったものでご

ざいます。収支差し引きますと１億３，１２１万８５５円の当期利益金

が生じましたので、６ページ(３)の剰余金をご覧ください。生じました

利益金は、全額積立金に積み増しをいたしました結果、翌年度へ繰り越

す積立金は１８億６，９４８万２，８３２円となったものでございます。 

次に、９の｢保健経理第２｣でございます。こちらは、｢那須の森ヴィレ

ッジ｣を運営する経理でございます。営業日数は、当初予算どおり平成２

９年４月１４日から１１月２７日までの間で、２２０日の営業をいたし

たところでございます。宿泊人数は、前年度より２６７人増加の７，８

１９人、利用率にして６１．２８パーセントでございました。(２)の収

支状況でございますが、収入につきましては、施設収入８，４９２万７，

７０１円、以下合計をしまして１億８７６万７，６８６円となったもの

でございます。支出につきましては、上から３行目の委託費６，１４２
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万４，３５２円を中心にして、以下合計をしまして１億４，４６１万６，

７１５円となったものでございます。収支差し引きますと３，５８４万

９，０２９円の当期損失金が生じましたので、(３)の剰余金をご覧くだ

さい。生じました損失金は欠損金補てん積立金を取り崩しして補てんを

いたしました結果、翌年度へ繰り越す欠損金補てん積立金は４億５，８

９５万４，９９８円となったものでございます。 

次に１０の「保健経理第３」でございます。こちらはオークラ千葉ホ

テル１０階の温浴施設を運営する経理でございます。①の営業日数は、

オークラ千葉ホテルの通年営業に併せて３６５日でございました。②の

温浴施設の利用状況は、組合員１万７７７人、一般１万７，６９５人と

なりまして、合計では前年度より７４人増加の２万８，４７２人のご利

用をいただいたところでございます。続きまして７ページをご覧くださ

い。(２)の収支につきまして、収入では施設収入９０４万６，３６９円、

保健経理より繰入れが３，４００万円、以下、合計をいたしまして４，

７１６万９，０２２円となったものでございます。支出では、委託費が

７７７万６，０００円、以下合計をいたしまして３，７８１万４，７２

０円となったものでございます。収支差し引きますと９３５万４，３０

２円の当期利益金が生じましたので、(３)剰余金をご覧ください。生じ

ました利益金は、欠損金補てん積立金に全額積み増しをいたしました結

果、翌年度へ繰り越す欠損金補てん積立金は４，２２８万８，５０７円

となったものでございます。 

次に１１の｢宿泊経理｣でございます。最初に(１)のオークラ千葉ホテ

ルでございますが、宿泊定員は８４室・１３６人で前年度と変更は無い

ものでございます。営業日数は、通年営業の３６５日でございます。利

用状況につきましては、宿泊利用者が３万７，３８６人、利用率は７５．

３パーセントでございました。婚礼は１６４組で、ご利用者は９，２１

５人でございました。以下、会議、宴会、レストラン等のご利用者を合

計いたしますと、前年度より１，９０２人減少の２５万３，８７５人の

ご利用をいただいたところでございます。②の収支でございますが、収

入では施設収入１４億６，７４６万９，３３４円、以下合計をしまして

１７億８，４４０万９，６３８円となったものでございます。支出では

４行目の委託費８億８，６１１万４，７６５円を中心として、以下合計

をしまして１８億４，０４１万７，５２９円となったものでございます。

収支差し引きいたしますと５，６００万７，８９１円の当期損失金が生

じましたので、８ページ③の剰余金をご覧ください。生じました損失金

は、欠損金補てん積立金を取り崩して補てんをいたしました結果、翌年

度へ繰り越す欠損金補てん積立金は１９億６，９３４万４，６１１円と

なったものでございます。次に(２)の黒潮荘でございます。営業日数に

つきましては、昨年９月１日から改修工事による休館に伴い、１４９日

の営業でございました。利用状況につきましては、宿泊者数７，６９１

人、以下、宴会、会議を合計しまして、前年度より９，５９３人減少の

７，９１０人のご利用をいただいたところでございます。また、宿泊利

用率は５５．５パーセントでございました。②の収支につきましては、

収入では施設収入８，３６９万１，４３９円、保健経理より繰入３，３

３２万１，０００円、貯金経理より相互繰入６億５，８３０万円、以下
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合計をしまして７億９，４９６万１２８円となったものでございます。 

支出では４行目の委託費５，０６３万１，３５４円を中心として、以下

合計をいたしまして１億８，２５３万３，１３４円となったものでござ

います。収支差し引きしますと６億１，２４２万６，９９４円の当期利

益金が生じましたので、③の剰余金をご覧ください。まず、改良積立金

につきましては、欠損金補てん積立金を取り崩しして６億６，５６０万

円を積み立てたものでございます。また、欠損金補てん積立金につきま

しては、収支差し引きで生じました利益金と先ほどの改良積立金の積立

額を合計しますと５，３１７万３，００６円を取り崩すこととなります

ので、翌年度へ繰り越す欠損金補てん積立金は７億８，２０２万１，３

３４円となったものでございます。 

次に１２の｢貯金経理｣でございます。支払利率は、前年度と同率の２．

１パーセントでございました。貯金者数は、前年度より１９４人増加の

４万４，５９２人となりまして、加入率は８０．１７パーセントでござ

いました。また、貯金総額は前年度より約１９億円増加の３，１４４億

５，２７９万４，０５５円となったものでございます。続きまして９ペ

ージをご覧ください。(２)の長期貸付金につきましては、剰余金の一部

を物資経理へ貸付を行っております。貸付利率は、貯金の支払利率と同

率の年２．１パーセント、年度末の貸付残高は２１億２，８９６万円で

ございました。 (３)の収支につきましては、収入では、お預かりしまし

た資金を有価証券等で安全有利に運用をいたしました結果、利息及び配

当金が７２億４，４２８万４８８円、有価証券売却益が７億９，８２９

万７，３５０円となりまして、以下合計をいたしまして、８０億４，２

７６万６，０４９円となったものでございます。支出では、貯金の利息

としてお支払しました上から４行目の支払利息６２億９，３９３万６５

７円、宿泊経理へ相互繰入が６億５，８３０万円、以下合計しますと７

０億３，３２５万１，８４２円となったものでございます。収支差し引

きしますと１０億９５１万４，２０７円の当期利益金が生じましたので、

(４)の剰余金をご覧ください。まず、欠損金補てん積立金につきまして

は、法定額が増加した関係で、収支差引で生じました利益金のうち９，

４０２万６，２５０円を充当いたしまして、法定額満額の１５７億２，

２６３万９，７０３円を積み立てたものでございます。また、積立金に

つきましては、残りの利益金９億１，５４８万７，９５７円を積み増し

した結果、翌年度に繰り越す積立金は４１０億７，３７１万３，０９５

円となったものでございます。また、平均運用利回りは２．１９パーセ

ントでございました。 

次に１３の｢貸付経理｣でございます。(１)の貸付の状況等につきまし

て、①の貸付条件は、貸付の準則どおりでございます。なお、既にご案

内させていただいておりますとおり、総務省の定める貸付規則・準則が、

昨年１０月に改正されたことに伴いまして、当組合の貸付規則の一部改

正を行い、組合員の皆様への貸付利率を本年１月から引き下げたところ

でございます。②の新規貸付件数は３４２件、年度末の貸付総件数は７，

０６９件でございました。③の新規の貸付金額は５億７，６５１万３，

７７６円、貸付金総額は、年度末で１２８億６，９２７万６，１６６円

となりまして、前年度と比較して約２６億円減少したものでございます。
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④の長期借入金は、年度末で経過的長期預託金管理経理から１０３億５，

０９２万９，５７７円を借りいれているものでございます。(２)の収支

につきましては、収入では、貸付金に対する組合員貸付金利息としまし

て３億１，６５１万７，０８７円、以下合計をいたしまして３億１，８

５３万９，５８５円となったものでございます。支出では、上から４行

目の経過的長期預託金管理経理からの借入金に対します支払利息２億３，

５７９万８，２８６円を中心にして、以下合計をいたしまして３億５２

万１，５１４円となったものでございます。収支差し引きしますと１，

８０１万８，０７１円の当期利益金が生じましたので、(３)の剰余金を

ご覧ください。生じました利益金は、全額欠損金補てん積立金に積み増

しをいたしました結果、翌年度へ繰り越す欠損金補てん積立金は２５億

１，８９７万６１２円となったものでございます。なお、この欠損金補

てん積立金の額は、貸付金総額の１９．５７パーセントにあたっており

ます。 

次に１０ページをご覧ください。１４の｢物資経理｣でございます。(１)

の自動車物資等の割賦販売による売掛金は、平成２９年度末の残高が２

４億１，４６８万８，８９８円となりまして、前年度より約１億円減少

しております。(２)の新規商品売掛金は５億５，６９１万円で、販売台

数は２８７台となりまして、前年度より３０台減少しております。また、

(３)の長期借入金は、貯金経理から２１億２，８９６万円を借り入れて

いるものでございます。(４)の収支につきましては、収入では商品売上

５億５，０８３万４，６８７円、商品販売益５，９７０万８，００４円、

以下合計をいたしまして６億６，５０５万９，９９０円となったもので

ございます。支出では２行目の商品仕入が、商品売上と同額となってお

ります。また、貯金経理への借入金に対する支払利息として４，７１４

万８３５円、以下合計をいたしまして６億６，４２４万７，２１６円と

なったものでございます。 収支差し引きしますと８１万２，７７４円の

当期利益金が生じましたので(５)の剰余金をご覧ください。生じました

利益金は、全額欠損金補てん積立金に積み増しをいたしました結果、翌

年度へ繰り越す欠損金補てん積立金は１億９，２７５万８，９１５円と

なったものでございます。なお、この欠損金補てん積立金の額は、長期

借入金の９．０５パーセントにあたるものでございます。 

次に１５の｢財形経理｣でございます。(１)貸付の状況等につきまして

は、貸付条件は記載のとおりでございます。新規貸付はございませんで

した。年度末の貸付総件数は２件で、貸付金総額は年度末で１，９８８

万３，１９５円となりました。長期借入金は、全国市町村職員共済組合

連合会から１，９８８万３，１９５円を借り入れているものでございま

す。(２)の収支につきまして、収入は、貸付金に対する財形貸付金利息

としまして１３万４，８２１円、支出は、収入の財形貸付金利息と同額

を、借入金に対します支払利息として連合会へ払い込んだものでござい

ます。収支差し引き０円となりましたので、(３)の剰余金をご覧くださ

い。積立金は、前年度から繰り越しした７，２０６円を全額、翌年度へ

繰り越すものでございます。 

  以上で、議案第１号の説明とさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 
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議  長  ただいま、議案第１号の説明がなされたところでございますが、質疑

をいただく前に、監査の結果について、監事より報告を求めます。 佐藤

学識経験監事。 

 

学識経験監事  はい。 

 

議  長  はい、学識経験監事。 

 

学識経験監事  お手元にございます、別紙の監査報告書をご覧いただきたいと思いま

す。報告書を読み上げまして監査報告とさせていただきます。監査報告

書。１、監査年月日、平成３０年６月１２日。２、監査の対象期間、平

成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで。３、監査事項、組合

の業務及び財産の状況について。４、監査の結果の概況及び意見、組合

の業務は法令の定めるところにより適正に執行され、会計経理について

も正確に処理され、証拠書類についても良好に整理されていることが認

められた。なお、意見として宿泊経理における婚礼利用増へのなお一層

の努力を求めるものです。５、出納職員に対して直接注意した事項、な

し。６、その他必要な事項、引き続き適正な事業執行と健全な財政運営

に努めてください。地方公務員等共済組合法第１２条第３項及び千葉県

市町村職員共済組合定款第４６条の規定に基づき、監査した結果を同定

款第４９条の規定により上記のとおり報告します。平成３０年６月１４

日。監事、相川勝重。監事、天野武彦。監事、佐藤晴邦。以上でござい

ます。 

 

議  長  ありがとうございました。以上で、監査報告を終了し、これより質疑

をお受けしたいと存じます。議案に対する、質疑はございませんか。 

 

天野議員  はい。 

 

議  長  はい、天野議員。 

 

天野議員  確認をさせていただきます。議案第１号、平成２９年度の決算認定に

ついての２点です。短期経理、６ページ。この２点でございます。１点

目が保険給付の薬剤支給が、前年度から１億３，９８５万５，９０１円

減少しております。この減少理由について、まずご教授いただければと

思います。また、ここにジェネリックの活用促進対策の効果も含まれて

いれば、大変うれしいと考えています。２点目が平成２９年度のジェネ

リック活用促進対策及び今後の新たな対策について。これは報告第１号

におきまして既に述べられているのですが、これを踏まえたうえで具体

的に、もしこれが薬剤の減少理由であれば教えていただければと思いま

す。これが１点目。 

   ２点目、同じく支出について。前期高齢者納付金が前年度から１０億

１，６４０万６，２４６円増加しております。６８億円から７８億円に

増加しています。この理由というのは、もともと国からの通知が来てい
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るものですが、どの係数のどの金額によって増加したのか。つまり概算

額が上がったのか、精算額が上がったのか。それとも報酬のところが上

がったのか、どの部分のケースが上がったのか。この辺りについてご教

授いただければと思います。以上です。 

 

保健課長  はい。 

 

議  長  はい、伊藤保健課長。 

 

保健課長  それでは天野議員のご質問につきまして、お答えをさせていただきま

す。まず１点目、薬剤支給が前年度に比べて減少している理由でござい

ます。こちらは平成２８年度に実施されました薬価の引き下げに伴いま

す影響。それから被用者保険の適用拡大に伴います、任意継続組合員数

及び被扶養者保険の減少により、医療費が減少したことを要因として、

減少したものであると分析をしているところでございます。また、ジェ

ネリック医薬品の使用割合につきまして、平成２８年度末の時点では６

９．７５パーセントでございましたが、平成２９年度末の時点におきま

すと、７４．３７パーセントまで上昇しております。こういったことか

ら、ジェネリック医薬品に係る活用促進対策の効果も、一定程度はあっ

たものと考えているところでございます。また、平成２９年度ジェネリ

ック医薬品活用促進対策及び今後の対策についてのご質問でございます。

平成２９年度におきましては、年２回のジェネリック医薬品差額通知を

行いました。これに加えまして、広報誌による普及啓発記事の掲載、ジ

ェネリック医薬品希望カードの配布を実施したものでございます。平成

３０年度につきましては、普及啓発ポスターの作成を予定しております。

今後も引き続きジェネリック医薬品の普及促進活動を継続していくこと

で、取り組みを強化してまいりたいと考えているところでございます。 

   続きまして、前期高齢者納付金の増大についてのご質問でございます。

まず前期高齢者納付金でございますが、６５歳以上７５歳未満の医療保

険の加入者に係る医療給付費について、前期高齢者の片寄り・偏在によ

ります保険者間の負担の不均衡を解消するために、前期高齢者納付金と

して各保険者における、前期高齢者数に応じた費用の負担調整を行って

いるものでございます。前期高齢者の少ない保険者が、多い保険者に対

して納付を行う制度となっておりまして、前期高齢者が比較的少ない保

険者につきましては、大きな負担が求められているというところでござ

います。ここで納付金の算定式についてですが、これは大変複雑な算定

式になっております。ただ、納付額に大きく影響してくるものといたし

ましては、各保険者の前期高齢者に係る医療給付費、それから全国平均

の前期高齢者の加入率、そして各保険者の前期高齢者の加入率。この三

つが大きく影響してくるものでございます。当組合に当てはめてみます

と、平成２９年度の納付額が増加した理由といたしましては、当組合の

前期高齢者の加入率に対しまして、全国平均の前期高齢者の加入率が高

いということ。また、１人当たり平均の前期高齢者給付費額が増加した

こと。こういったことを要因に、納付額の増加につながったものと考え

ているところでございます。なお、納付額算定に関わります、各係数の



-17- 

 

算出につきましては、高齢者医療制度全体から積算されて、国から示さ

れるものですので、当組合で事細かに推計を行うのは、なかなか困難な

状況でございます。以上でございます。 

 

議  長  よろしいですか。 

 

天野議員  はい。 

 

議  長  他にございますか。 

 

須藤議員  はい。 

 

議  長  はい、須藤議員。 

 

須藤議員  はい、８番の須藤です。 

決算書の１１２ページ、貸付経理の貸倒金についてです。平成２８年

度末で１３６件２億５，７４０万円から、平成２９年度には１２０件で

２億１，５００万まで縮減できたということは、事務局の努力に感謝を

するわけですけれども、それでもまだ２億円以上の貸倒金がある。この

中で債務者が死亡や破産など、回収が困難な人というのは、どれぐらい

いるのか聞きたいと思います。 

２つ目は平成２９年度の各経理の貸倒金の現状。金額と件数がどうな

っているのか。 

もう 1 点、貯金経理ですけれども、決算書の３３ページ。有価証券売

却益及び償還差益が、昨年と比較して大幅に減収をしていますけれども、

この中身が何なのか教えてください。以上です。 

 

福祉課長  はい、議長。 

 

議  長  はい、布施福祉課長。 

 

福祉課長  それでは私のほうから貸付経理、それから物資経理に関しますご質問

に対しまして、ご回答をさせていただきます。今、須藤議員、ご指摘の

とおり、決算書の１１２ページ。未収金明細表という欄をご参照いただ

きたいのですが、こちらで平成２９年度末の未収金１２０件。これが６

２人分で、平成２９年度は累計で６人の方が完済になっております。合

計で２億１，５６８万２，０２２円となっております。これに対しまし

て、平成２８年度末の未収金は１３６件。こちらが６８人分でございま

して、合計で２億５，７４０万７，７８６円でございましたので、未収

金の回収を行った結果、件数で１６件、金額で４，１７２万５，７６４

円減少したものでございます。平成３０年度に入りましても、鋭意未収

金の回収に努めている状況でございます。それを受けまして、これから

の回収状況ということでございます。ご指摘の回収困難な債務者につき

ましては、継続して返済依頼の通知を行ったり、電話連絡によりまして、

債務者と直接協議を行って、返済の協力を求めてまいります。また、返
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済の協力に応じない債務者につきましては、時効の中段を行うため、法

的な手段として、所管の裁判所に支払い督促を行うなど、実効性のある

債権回収にも努めているものでございます。平成２９年度は実績といた

しまして、３件支払い督促を所管裁判所に対して行いまして、２件が訴

訟となりましたが、結果的に３件とも判決が確定となっておりまして、

共済組合のほうが勝訴をしております。また、平成２９年度末の未収金

１２０件、６２人の債務者の内訳でございます。まず行方不明、所在が

分からないという方が１６名。訴訟を行いまして、判決が確定し、今後

返済が始まるか、あるいは免責となるかの手続中の者が１２人。訴訟の

結果、強制執行で給与差し押さえ中の者が２人。その他、定期的に返済

をしてきている者が３２人。合計６２人となっておるものでございます。

平成２４年度から、当時の未収金が１１億８，０００万ほどございまし

た。これを５年間かけて半減させる目標を策定いたしまして、取り組ん

だ結果、５年目の昨年の平成２８年度末で、目標を上回る未収金の削減

を図ることができておりますが、今後取り組むべき残りの１２０件、６

２人の者につきましては、今申し上げましたとおり、複雑な事案も多く

含まれておりますので、回収にかかる時間も長くなります。また、未収

金の縮減幅も減少する傾向にあると考えておりますが、いずれにいたし

ましても、貸付を受ける全ての組合員の皆さまに対する公平性の観点か

らも、未収金０を目標に取り組んでまいるものでございます。 

   続きまして、各経理の貸倒金の状況でございます。これは現状、平成

２９年度ということで、ご回答させていただきたいと思いますが、まず

貸付の部分でございます。普通貸付で２件ございます。うち１件が破産、

１件が懲戒免職ということでございまして、２件の合計金額で２３４万

６，６８７円貸付事故が発生しております。また、住宅貸付におきまし

ては１件。こちらの方は民事再生の適用を受けておりまして、金額とい

たしましては３３１万９７５円ということになっておりまして、合計い

たしますと５６５万７，６６２円。３件で３名分でございます。また、

物資経理でございます。物資経理におきましては６件。６人分の事故が

発生しております。金額といたしましては、６件で６５２万５，２５３

円となっております。内訳でございますが、民事再生の適用を受けてい

る方が２名、破産されてる方が３名、退職金不足で滞ってる方が１名と

いうことでございます。また、参考までに申し上げさせていただきます

が、決算の概況の中の１０ページでございます。こちらに物資経理の記

載がございます。（１）番に商品売掛金の内訳が書かれております。ご案

内のとおり、物資経理につきましては自動車販売が主なものです。現在

取り扱っている商品は自動車だけでございますが、こちらに一般という

ことで、６２万３，０４３円という金額がございます。これは、平成１

９年度までは、一般物資の販売も行っておりました。いわゆる家電製品

や、貴金属など、そういったものの販売を行っておりましたが、平成１

９年度限りで、こちらの取り扱いをやめております。その当時、こうい

ったものを購入された方が、まだ債務が残っているということでござい

ます。この内訳でございますが、１名分でございます。１名の方が２本

持っておりまして、残りの残回数でございますが、６０回分残っており

ます。平成３５年４月に２本とも最終回を迎えるということになってお
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ります。以上でございます。 

 

総務課長  はい、議長。 

 

議  長  はい、工藤課長。 

 

総務課長  私からは、報告３３ページ貯金経理の有価証券売却益、償還差益が昨

年と比べ、大きく減少しているというご質問にお答えさせていただきま

す。まず、有価証券売却益につきましては、平成２８年度当初、マイナ

ス金利政策後、一番金利が低下していた状況及び利率の高い債券を多く

売却したものでございまして、売却単価が高くなったという状況でござ

いました。平成２８年度の売却額は４００億ということでございました。

これに対して、平成２９年度は売却の額面は４１億円多く、４４１億円

売却したものでございますが、主に３月の退職者等の貯金の払い戻しに

充当するため、償還が間近の債券を多く売却した状況でございました。

償還間近の債券につきましては、満期償還額でございます、１００円に

近い金額となるものでございまして、売却金額は高い金額にならないと

いう状況でございます。平成２８年度の売却平均単価が１０４円１０銭

であったのに対しまして、平成２９年度は１０１円５０銭でございまし

た。２円６０銭の差がございました。また、償還差益につきましては、

平成２８年度、約７０億の債券を満期まで保有いたしまして、償還とな

ったものであるとともに、購入時の金額が１００円よりも安く購入した

ものが多くあった状況でございまして、これにより償還差益が多かった

という状況でございます。これに対しまして、先ほどもご説明させてい

ただきましたが、３月の退職者の払い戻しに、年度内に償還する債券を

ほとんど売却してしまったものでございますので、償還差益ではなく、

売却益となったものでございまして、償還差益がほとんど出なかったと

いう状況でございます。以上でございます。 

 

須藤議員  はい、ありがとうございました。 

 

議  長  はい、他にございませんか。 

 

〔 「なし」の声あり 〕 

 

議  長  それでは、他にないようでございますので、以上で質疑を終結いたし

ます。 

これより採決をいたします。議案第１号「平成２９年度決算の認定に

ついて」、原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

〔 全員挙手 〕 

 

議  長  はい。ありがとうございました。挙手全員であります。よって、議案

第１号「平成２９年度決算の認定について」は、原案のとおり認定する

ことに、決しました。 
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      次に議案第２号及び議案第３号については、規則等の一部変更を求め

るものでございます。一括議題といたしたいと存じます。これにご異議

ございませんか。 

 

〔 「なし」の声あり 〕 

 

議  長  ご異議ないものと認め、議案第２号及び議案第３号を一括議題といた

します。順次、事務局から説明を求めます。伊藤保健課長。 

 

保健課長  はい。 

 

議  長  はい、課長。 

 

保健課長  それでは議案第２号を上程させていただきます。千葉県市町村職員共

済組合定款の一部変更についてでございます。千葉県市町村職員共済組

合定款の一部を、別紙のとおり変更するものでございます。 

   １枚おめくりいただきますでしょうか。１ページの要綱書にてご説明

をさせていただきます。まず第１、変更の目的でございます。地方公務

員等共済組合法施行令の一部改正に伴い、千葉県市町村職員共済組合定

款に定める関連項目の項番号に変更が生じているため、所要の整備を図

ることを目的とするものでございます。 

   第２、変更する事項でございます。家族療養費附加金及び家族訪問看

護療養費附加金、並びに一部負担金払戻金の支給要件における施行令第

２３条の３の３の規定を、施行令第２３条の３の２に改めるものでござ

います。こちらは定款第３６条第２項及び第３６条の２第１項並びに、

附則第１１項関係でございます。 

   最後に第３、施行期日でございます。まず１、この変更は公告の日か

ら施行し、平成２９年８月１日から適用するものでございます。２、適

用日前に行われた療養に係るこの定款の規定による家族療養費附加金及

び家族訪問看護療養費附加金、並びに一部負担金払戻金の支給について

は、なお従前の例によるものでございます。議案第２号は以上でござい

ます。 

   続きまして、議案第３号につきましては、福祉課長、布施からご説明

させていただきます。 

 

福祉課長  それでは議案の第３号をご覧いただきたいと思います。議案第３号を

上程させていただきます。千葉県市町村職員共済組合貸付規則の一部改

正についてでございます。千葉県市町村職員共済組合貸付規則の一部を

別紙のとおり改正するものでございます。こちらの資料を１枚おめくり

いただきまして、千葉県市町村職員共済組合貸付規則の一部を改正する

要綱書に基づきまして、ご説明をさせていただきます。 

   まず第１、改正の目的でございます。地方公務員共済組合が行う貸付

事業の取扱要領及び貸付規則・準則の一部改正に伴いまして、貸付規則

に定める関連事項に変更が生じているため、規定の整備を図ることを目

的とするものでございます。 
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   第２、改正する事項でございます。貸付金の限度額における施行令第

２３条の３の３を、第２３条の３の２に改めるものでございます。こち

らは第５条第５項関係でございます。 

   第３、施行期日でございます。この規則は公告の日から施行し、平成

２９年８月１日から適用するものでございます。以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

議  長  ただ今、議案第２号及び議案第３号の説明がなされました。これより

質疑を受けたいと存じます。議案に対する質疑はございませんか。 

 

〔 「なし」の声あり 〕 

 

議  長  以上で質疑を終結いたします。これより採決をいたします。議案第２

号、千葉県市町村職員共済組合定款の一部変更について。議案第３号、

千葉県市町村職員共済組合貸付規則の一部改正についてを、原案のとお

り可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

〔 全員挙手 〕 

 

議  長  はい。ありがとうございました。挙手全員であります。よって議案第

２号及び議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

   以上、附議をいたしました議案につきましては、慎重にご審議をいた

だきまして、可決をいただきました。厚く御礼を申し上げます。以上を

もちまして、第１８７回組合会を閉会とさせていただきます。ご協力、

誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

閉 会 （時刻１４時１６分） 
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